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令和 ５ 年 10 月 20 日

第 １３６５２ 号（金曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

告　　　　　　　　示

石川県告示第400号
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第15条の17第１項の規定により、指定区域を次のと
おり指定する。
　　令和５年10月20日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

指定番号 指定区域 埋立地の区分

17

能美市灯台笹町レ38番の一部、レ39番の一部、レ40番の一部、レ
41番の一部、レ43番の一部及びレ44番の一部並びに能美市旭台町
ロ33番４の一部、ロ33番５の一部、ロ33番６の一部及びロ33番７
の一部

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律施行令（昭和46年政令第300
号）第13条の２第１号に掲げる
埋立地

石川県告示第401号
　石川県建設工事標準請負契約約款（平成８年石川県告示第145号）の一部を次のように改正し､ 令和５年11月１日
から施行する｡
　　令和５年10月20日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　第４条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に、 
「第５項」を「第６項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。
２ 　受注者は、前項ただし書の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発
注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。

　第34条第８項中「第６項」を「第７項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項を同条第８項とし、同条第６
項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「第３項」を「第４項」に、「第２項」
を「第３項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項を同条第５項とし、同条第３項中「前項」を「前２項」に
改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次
に次の１項を加える。
２ 　受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事

業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託し

　　　　告　　　示
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく指定区域
　の指定 （資源循環推進課）　１
○石川県建設工事標準請負契約約款の一部改正
 （監　理　課）　１
○石川県証紙売りさばき人指定の一部改正 （出　納　室）　２

　　　　公　　　告
○特定調達契約に係る入札公告 （管　財　課）　２
○予防接種を行う医師の承諾撤回公告 （健康推進課）　４
○大規模小売店舗立地法による意見の概要の公告
 （経営支援課）　５
○土地改良区の役員退任公告 （農業基盤課）　８
○土地改良区の役員就任公告 （　　同　　）　８
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たものとみなす。
　第35条第１項中「前条第５項」を「前条第６項」に改め、同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加
える。
３ 　受注者は、前２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証

事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託
したものとみなす。

　第53条中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める。

石川県告示第402号
　石川県証紙売りさばき人指定（昭和48年石川県告示第380号）の一部を次のように改正し、公表の日から施行する。
　　令和５年10月20日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

　２の白山市の表中
「
４ 石川県猟友会白山支部長

冨沢則夫
白山市平松町 同左

」
を

「
４ 石川県猟友会白山支部長

北村秀紀
白山市尾添 同左

」
に改める。

公　　　　　　　　告

特定調達契約に係る入札公告
　次のとおり地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定す
る特定調達契約に係る一般競争入札を実施する。
　　令和５年10月20日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　調達内容
　⑴　購入件名及び数量
　　　鋼製塗装巻尺30mほか84件　仕様書のとおり
　⑵　調達件名の特質等
　　　入札説明書による｡
　⑶　納入期限
　　　令和６年３月22日
　⑷　納入場所
　　　別途指定する場所
　⑸　入札方法
　　 　本入札は、入札等を石川県物品調達電子入札システム（下記ホームページアドレス。以下「電子入札システ

ム」という。）により行う。
　　　https://www.ep-bid.supercals.jp/ebidGoodsAccepter/index.jsp?KikanNo=1700100
　　 　なお、電子入札システムにより難いものは、石川県総務部管財課の承諾を得て紙入札方式に代えることができ

る。紙入札の承諾に関しては、石川県総務部管財課に紙入札方式承諾願を提出すること。
　　 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは､ その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望
金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること｡

２　競争入札参加者資格
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること｡
　⑵ 　令和５年度に石川県において締結が見込まれる物品等の特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資
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格等（令和５年石川県告示第140号）に基づき、競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。
　　 　なお、当該競争入札に参加する資格の審査については、４⑵に掲げる場所において随時申請を受け付けてい

る。
　⑶　指名停止の措置を受けている者でないこと。
　⑷　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力
団又は暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴
力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ 　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　入札者に要求される義務
　 　入札者は､ 当該調達物品を確実に納入できることを証明する書類を令和５年11月16日（木）までに電子入札シス

テムにより提出しなければならない。
　 　なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない｡
４　入札書の提出方法等
　⑴　入札説明書の交付方法及び問合せ先
　　ア　交付方法
　　　 　石川県物品調達入札情報システム（下記ホームページアドレス）の入札予定画面よりダウンロードするこ

と。
　　　　http://www.ep-bis.supercals.jp/ebidPPIGPublish/EjPPIj?KikanNO=1700100
　　イ　問合せ先
　　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　　石川県総務部管財課用度グループ　電話番号　076－225－1262
　⑵　入札書の受付期限
　　　令和５年11月30日（木）午前11時
　　 　なお、石川県総務部管財課の承諾を得て紙入札を行う者は、上記受付期限までに石川県総務部管財課に持参に

より提出すること。ただし、やむを得ないと認められる場合は、書留郵便（受付期限内必着とする。）をもって
提出することができる。

　⑶　開札日時
　　　令和５年11月30日（木）午後１時30分
５　その他
　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨
　⑵　入札保証金及び契約保証金
　　　免除
　⑶　無効の入札書
　　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった

者の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする｡
　⑷　契約書作成の要否
　　　要
　⑸　落札者の決定方法
　　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする｡
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　⑹　手続における交渉の有無
　　　無
　⑺　その他
　　　詳細は､ 入札説明書による｡
６　Summary

　⑴　Nature and quantity of the products to be purchased

　　　30m steel tape measure and other 84 kinds as specified

　⑵　Delivery date 

　　　By 22 March 2024

　⑶　Delivery place   

　　　To be specified later

　⑷　Deadline for submitting bidding application

　　　11:00 a.m. 30 November 2023

　⑸　Contact point for the notice

　　　Property Custody Division Ishikawa Prefectural Government

　　　1−1 Kuratsuki Kanazawa 920−8580 Japan TEL 076−225−1262

予防接種を行う医師の承諾撤回公告
　市町長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条第１項の規定により行う予防接種について、予防接種法施行令

（昭和23年政令第197号）第４条第１項本文の承諾を撤回した医師の氏名及び予防接種を行う場所は、次のとおりであ
る。
　　令和５年10月20日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　Ａ類疾病及びＢ類疾病

医師の氏名 予 防 接 種 を 行 う 主 た る 場 所 承諾撤回年月日
斎 藤 　 格 河北郡津幡町字潟端371番地１　さいとうクリニック 令和５年10月31日
河 合 紗 和 鳳珠郡穴水町字川島タの８番地　公立穴水総合病院 令和５年９月１日
石　井　ほたか 〃 〃
細 川 　 藍 〃 〃
石 井 　 奏 加賀市小菅波町121番地１　加賀こころの病院 令和５年３月31日
下　　　優太郎 〃 〃
土 田 航 平 〃 〃

小 泉 順 二
珠洲市大谷町２字57番地の４　
珠洲市総合病院付属大谷診療所

令和４年４月１日

佐々木　　　誠 〃 令和３年１月１日
出 島 彰 宏 珠洲市野々江町ユ部１番地１　珠洲市総合病院 令和３年４月１日

２　Ｂ類疾病のみ

医師の氏名 予 防 接 種 を 行 う 主 た る 場 所 承諾撤回年月日

平 谷 清 吾
金沢市石引４丁目３番５号
社会医療法人財団松原愛育会　松原病院

令和５年９月30日

土 地 宏 朋 珠洲市野々江町ユ部１番地１　珠洲市総合病院 令和４年12月１日
水 本 泰 成 〃 令和元年12月１日
高 倉 正 博 〃 〃
飯 塚 　 崇 〃 〃
大 石 正 博 〃 平成29年10月１日
成 本 一 隆 〃 〃
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土 田 航 平 〃 〃

小 泉 順 二
珠洲市大谷町２字57番地の４　
珠洲市総合病院付属大谷診療所

令和４年４月１日

佐々木　　　誠 〃 令和３年１月１日
出 島 彰 宏 珠洲市野々江町ユ部１番地１　珠洲市総合病院 令和３年４月１日

２　Ｂ類疾病のみ

医師の氏名 予 防 接 種 を 行 う 主 た る 場 所 承諾撤回年月日

平 谷 清 吾
金沢市石引４丁目３番５号
社会医療法人財団松原愛育会　松原病院

令和５年９月30日

土 地 宏 朋 珠洲市野々江町ユ部１番地１　珠洲市総合病院 令和４年12月１日
水 本 泰 成 〃 令和元年12月１日
高 倉 正 博 〃 〃
飯 塚 　 崇 〃 〃
大 石 正 博 〃 平成29年10月１日
成 本 一 隆 〃 〃
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野 田 昌 生 〃 平成29年７月１日

大規模小売店舗立地法による意見の概要の公告
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による大規模小売店舗に関する意見
の概要は、次のとおりである。
　　令和５年10月20日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　アピタ金沢店
　　金沢市中村町10番20号
２　届出の内容及び届出の公告の日
　　内容 　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　　　 　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　公告日　令和５年４月４日
３　市町の意見の概要
　　市町名　金沢市
　　意見の概要
　 　届出内容について、特に問題点は見られないが、関係法令等を遵守するとともに、今後とも周辺地域の生活環境

の保持について適切な対応を図るよう努められたい。
４　居住者等の意見の概要
　　居住者等の意見なし
５　意見の縦覧場所
　　石川県商工労働部経営支援課及び石川県行政情報サービスセンター
６　意見の縦覧期間
　　令和５年10月20日から同年11月20日まで

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　アクロスプラザ野々市中央
　　野々市市西部中央土地区画整理事業　第55街区
２　届出の内容及び届出の公告の日
　　内容　大規模小売店舗の名称
　　公告日　令和５年４月14日
３　市町の意見の概要
　　市町名　野々市市
　　意見の概要　
　⑴　駐車需要の充足等交通に係る事項
　　　特になし
　⑵　騒音の発生に係る事項
　　　特になし
　⑶　廃棄物に係る事項等
　　　特になし
　⑷　その他の事項
　　　特になし
４　居住者等の意見の概要
　　居住者等の意見なし
５　意見の縦覧場所
　　石川県商工労働部経営支援課及び石川県行政情報サービスセンター
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６　意見の縦覧期間
　　令和５年10月20日から同年11月20日まで

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ドラッグコスモス相木店
　　白山市相木二丁目13番１　ほか１筆
２　届出の内容及び届出の公告の日
　　内容　新設
　　公告日　令和５年４月25日
３　市町の意見の概要
　　市町名　白山市
　　意見の概要　
　⑴　駐車需要の充足等交通に係る事項
　　 　対面に立地済みである大型店舗の出入口付近に、当店舗の右折入庫車と市道右折車が重複するため、原則、混

雑時以外はゼブラ帯からの右折ではなく、市道経由の右折に統一できないか（開業時など一時的に交通量が多く
なる場合は、誘導によりゼブラ帯からの入庫は可能と考えている。）。

　⑵　騒音の発生に係る事項
　　　特になし
　⑶　廃棄物に係る事項等
　　　特になし
　⑷　その他の事項
　　　特になし
４　居住者等の意見の概要
　　居住者等の意見なし
５　意見の縦覧場所
　　石川県商工労働部経営支援課及び石川県行政情報サービスセンター
６　意見の縦覧期間
　　令和５年10月20日から同年11月20日まで

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ドラッグコスモス小松有明店
　　小松市有明町39番　ほか２筆　　
２　届出の内容及び届出の公告の日
　　内容　新設
　　公告日　令和５年５月８日
３　市町の意見の概要
　　市町名　小松市
　　意見の概要　
　⑴　駐車需要の充足等交通に係る事項
　　　特になし　
　⑵　騒音の発生に係る事項
　　　特になし
　⑶　廃棄物に係る事項等
　　　特になし
　⑷　その他の事項
　　 　建築物等の建築又は建築の用に供する土地区画形質の変更を行う場合は、あらかじめ都市計画法に基づく許可

を受ける必要があります。
４　居住者等の意見の概要



6 令和５年 10 月 20 日（金曜日） 第 1 3 6 5 2 号石　川　県　公　報

６　意見の縦覧期間
　　令和５年10月20日から同年11月20日まで

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ドラッグコスモス相木店
　　白山市相木二丁目13番１　ほか１筆
２　届出の内容及び届出の公告の日
　　内容　新設
　　公告日　令和５年４月25日
３　市町の意見の概要
　　市町名　白山市
　　意見の概要　
　⑴　駐車需要の充足等交通に係る事項
　　 　対面に立地済みである大型店舗の出入口付近に、当店舗の右折入庫車と市道右折車が重複するため、原則、混

雑時以外はゼブラ帯からの右折ではなく、市道経由の右折に統一できないか（開業時など一時的に交通量が多く
なる場合は、誘導によりゼブラ帯からの入庫は可能と考えている。）。

　⑵　騒音の発生に係る事項
　　　特になし
　⑶　廃棄物に係る事項等
　　　特になし
　⑷　その他の事項
　　　特になし
４　居住者等の意見の概要
　　居住者等の意見なし
５　意見の縦覧場所
　　石川県商工労働部経営支援課及び石川県行政情報サービスセンター
６　意見の縦覧期間
　　令和５年10月20日から同年11月20日まで

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　ドラッグコスモス小松有明店
　　小松市有明町39番　ほか２筆　　
２　届出の内容及び届出の公告の日
　　内容　新設
　　公告日　令和５年５月８日
３　市町の意見の概要
　　市町名　小松市
　　意見の概要　
　⑴　駐車需要の充足等交通に係る事項
　　　特になし　
　⑵　騒音の発生に係る事項
　　　特になし
　⑶　廃棄物に係る事項等
　　　特になし
　⑷　その他の事項
　　 　建築物等の建築又は建築の用に供する土地区画形質の変更を行う場合は、あらかじめ都市計画法に基づく許可

を受ける必要があります。
４　居住者等の意見の概要
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　　居住者等の意見なし
５　意見の縦覧場所
　　石川県商工労働部経営支援課及び石川県行政情報サービスセンター
６　意見の縦覧期間
　　令和５年10月20日から同年11月20日まで

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　マイモールモリモト
　　金沢市吉原町ホ210番地　ほか22筆
２　届出の内容及び届出の公告の日
　　内容　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　　　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
　　　　　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
　　　　　来客が駐車場を利用することができる時間帯
　　公告日　令和５年５月19日
３　市町の意見の概要
　　市町名　金沢市
　　意見の概要
　⑴　騒音の発生に係る事項
　　（環境政策課）
　　・ 夜間騒音の最大値が予測地点（ａ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ）で、規制基準を超過している。騒音対策を徹底し、近隣

からの苦情が発生しないようにすること。また、苦情が発生した場合は速やかに対応すること。
　　・ 空気圧縮機及び送風機（原動機定格出力3.75kW以上のもの）、冷凍冷蔵用ガス圧縮機（原動機定格出力7.5kW

以上のもの）、空調用ガス圧縮機（原動機定格出力7.5kW以上のもの）は、金沢市環境保全条例に基づく特定施
設に該当する。対象となる機器を設置する場合は、本課あて届出書を提出すること。なお、特定施設を設置す
る事業場については、敷地境界にて騒音の規制が適用される。予測地点における騒音値が規制値を超過する場
合は必要に応じて対策を講じること。

　⑵　その他の事項
　　（都市計画課）
　　・ 「金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例」第14条の規定に基づく届出が必要になる場

合があるので、都市計画課との事前協議をお願いします。
　　（景観政策課）
　　 　下記のいずれかの行為を行う場合は、事前協議してください。
　　　届出等の手続きが必要な場合があります。
　　・ 建築物又は工作物の改修等
　　・ 開発行為（都市計画法第４条第12項に規定するもの）
　　・ 屋外広告物の改修等
　　・ 屋外照明設備の改修等
　　（道路管理課）
　　 　当該事業に際して市道での工事（掘削、取壊し、舗装、歩道切下げ等）が生じる場合、または破損等が生じた

場合は、事前に協議の上、許可後に施工してください。
　　（商工業振興課）
　　 　新築若しくは増築又は用途の変更ではないことから金沢市における良好な商業環境の形成によるまちづくりの

推進に関する条例第６条による協議は不要です。
　　 　ただし、当該施設は、金沢市商業環境形成指針上認められる店舗面積を超えているため、今後建替等を行う際

は、現在の店舗面積が上限となります。
４　居住者等の意見の概要
　　居住者等の意見なし
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５　意見の縦覧場所
　　石川県商工労働部経営支援課及び石川県行政情報サービスセンター
６　意見の縦覧期間
　　令和５年10月20日から同年11月20日まで

土地改良区の役員退任公告
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員が退任した旨の届
出があった。
　　令和５年10月20日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　河北潟干拓土地改良区

職　名 氏　　　名 住　　　　　　　　所 退任年月日
理　事 中 村 　 徹 金沢市額新保２丁目129番地 令和５年９月13日
〃 本 多 延 吉 河北郡津幡町字能瀬ウ54番地 〃
〃 橋 本 　 良 河北郡内灘町字向陽台２丁目262番地 〃

土地改良区の役員就任公告
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員が就任した旨の届
出があった。
　　令和５年10月20日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　河北潟干拓土地改良区

職　名 氏　　　名 住　　　　　　　　所 就任年月日
理　事 西 村 和 也 白山市新田町134番地３ 令和５年９月14日
〃 奥 村 利 勝 河北郡津幡町字杉瀬イ207番地 〃
〃 宮 﨑 重 幸 河北郡内灘町白帆台２丁目349番地 〃


